
放置禁止区域

①自転車等は決められた場所に駐車してください。
②放置禁止区域放置禁止区域で自転車等が放置されていると即日即日
　撤去　撤去の対象となります。
③自転車駐輪場自転車駐輪場に駐車している場合であっても，
　１週間以上放置　１週間以上放置されていた場合は撤去撤去の対象と
　なります。
④いったん撤去された自転車等の返還手続きの際
　には，下記の返還手数料が必要となります。

小松駅南自転車駐車場

小松駅北自転車駐車場

こまつの杜

サイエンスヒルズこまつ
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